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※中山間地域…山口県中山間地域振興条例（平成18年山口県条例第51号）第２条に定める地域。（下図着色部分） 

※企業とは…………会社法（平成17年法律第86号）等に基づいて設立された国内の民間企業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中山間地域においては、人口減少や高齢化に伴い、集落機能の低下や担い手不足が 

深刻化しています。このため、県では、企業の皆様にも社会貢献活動を通じて中山間 

地域を応援していただきたいとの趣旨で、平成 26年度より事業を行っています。多く 

の企業のご参加をよろしくお願いします。００００００００００００００００００００

０００ 

企業の社会貢献活動による 
地域づくり支援事業のご案内 

平 成 

２７年度 

事 業 内 容 
 

企業の社会貢献活動による中山間地域づくりへの支援を広げ、 

地域の活性化に向けた取り組みのさらなる促進を図る。 
１．事 業 目 的 

 

社会貢献活動として、中山間地域の住民と協働して地域づくり 

活動を実施する企業（３年以上継続して活動できる企業） 

募集件数：５社 

２．募 集 企 業 

 

自然環境の保全活動、都市住民との交流イベントの開催支援、 

特産品の開発・生産支援 など 

※活動実績は、県ＨＰなどを通じて広く公表 

３．活 動 内 容 

 

企業と地域で設置する「地域協議会」に対し、初動的活動経費 

を助成（初年度のみ） 

上限２５０千円（助成率：県 10/10） 

４．経費の助成 

 

(赤郷) 

 

(平郡島) 

 

(宇津賀) 

 

(渋川) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会名 地域名 支援企業名 

赤郷地区振興会 美祢市美東町赤郷 厚東川工業用水利用者協議会 14社 

富士ゼロックス山口(株) 

平郡島まるごとブランド推進

協議会 

柳井市平郡島 (株)アデリー 

宇津賀地区まちづくり協議会 長門市油谷宇津賀 安藤建設(株) 

渋川をよくする会 周南市鹿野渋川 東京海上日動火災保険(株)山口支店 

 

 

平成 27 年 5 月 1３日（水）～ 平成 27 年６月 30 日（火） 

   ○予定の件数となり次第、募集を終了しますので、あらかじめご了承ください。 

  

 

 

 

 

 

 
 

参 加 方 法 

《お問い合わせ先》 

やまぐち中山間地域づくりサポートセンター  TEL 083-928-3405  FAX 083-928-3021  

（山口県立大学附属地域共生センター内）  E-mail  chusankan@yamaguchi-pu.ac.jp 

やまぐち県民活動支援センター       TEL 083-934-4666  FAX 083-934-4667 

                     E-ｍail yamas@mbs.sphere.ne.jp 

山口県総合企画部中山間地域づくり推進課  TEL 083-933-2549 FAX 083-933-2559 

                     E-mail a11500@pref.yamaguchi.lg.jp 

参加企業の募集期間 

 

地域協議会で事業計画を作成し、活動を実施してください。地域協議会からの申請に基 
づいて、内容を審査の上、初動的活動経費の助成を行います。 

◆申 込 み 

◆マッチング 

◆地域協議会の設置 

◆活動の実施 

やまぐち県民活動支援センターが運営するＨＰ「山口県県民活動スーパーネット」の申込みフォー
ム(http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/toroku/dantai.php?type=1）に事業への参加を
希望する旨を記入し、企業情報の登録をお願いします。 

マッチング後、事業の実施について合意した企業及び地域で「地域協議会」を設置してください。 
（企業側は５人以上の参加が必要。既存の協議会に企業が参加することも可。） 

平成 26 年度事業実績 

やまぐち中山間地域づくりサポートセンター（山口県立大学附属地域共生センター内に設置）が、 
市町を通じて事前に支援希望のあった地域と企業とのマッチングを行います。 

 


